
船舶インシデント調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年１０月１４日 １８時５０分ごろ 

発生場所 島根県松江市江
え

島大橋付近 

 境港去
さ

ルガ鼻灯台から真方位１６６°１,３３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３１.１′ 東経１３３°１１.９′） 

インシデントの概要  プレジャーボートはるかは、橋脚に係船中、船外機のクラッチが入

らなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年１月２４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート はるか、５トン未満（長さ４.４３ｍ） 

 ２７２－９８３８鳥取、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、出力２９.４０kＷ、連続最大回転数毎分

５,５００、使用燃料ガソリン、３気筒、ボア７２.５㎜、昭和５６

年７月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人２人を乗せ、江島大橋の橋脚

に係船中、帰港しようと船外機を始動してクラッチ兼スロットルレバ

ー（以下「本件クラッチレバー」という。）を前進に入れたところク

ラッチが入らず、また、後進に入れてもクラッチが入らずに運航不能

となった。 

本船は、船長が１１８番通報で救助を要請し、来援した巡視艇にえ
．

い
．
航されて帰港した。 

本船は、機関修理業者が点検したところ、本件クラッチレバーのプ

ラスチック製軸心が経年劣化で折損していたので、本件クラッチレバ

ーごと新替えされた。 

本船は、昭和５６年７月に進水し、平成２６年４月ごろ中古で購入

されたものであり、本件クラッチレバーが正常に操作できていたの

で、購入後、本件クラッチレバーの開放点検等が行われていなかっ

た。 

船外機の取扱説明書には、１か月、６か月及び長期格納毎にクラッ

チレバーの点検を行うように記載されていた。 

分析  本船は、平成２６年４月ごろ中古で購入された後に本件クラッチレ



バーの開放点検等が行われていない状態で、橋脚に係船中、船外機を

始動して本件クラッチレバーを前進に入れようとした際、本件クラッ

チレバーのプラスチック製軸心が折損したことから、クラッチが前後

進に入らなくなり、運航不能となったものと推定される。 

 本件クラッチレバーのプラスチック製軸心は、経年劣化で折損した

ものと考えられる。 

 船長は、本件クラッチレバーが正常に操作できていたことから、本

件クラッチレバーの開放点検等を行っていなかったものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、平成２６年４月ごろ中古で購入された

後に本件クラッチレバーの開放点検等が行われていない状態で、橋脚

に係船中、本件クラッチレバーを前進に入れようとした際、本件クラ

ッチレバーのプラスチック製軸心が折損したため、クラッチが前後進

に入らなくなったことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、船齢の高い船では定期的に本件クラッチレバーの開放点

検及び整備を行うか、又は新替えすることが望ましい。 

 


